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（審議経過） 

○事務局（政策経営課長） それでは、定刻

となりましたので、ただいまより令和２年度

第１回足立区区民評価委員会を開催させて

いただきます。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただ

きます足立区政策経営部政策経営課長の伊

東でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 まず初めに、本委員会は当初４月に行われ

る予定でしたが、新型コロナウイルスの関係

で少し延期させていただきました。本日より

行わせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 初めに、本委員会の運営についてご説明い

たします。今年度は、会議室の３密を避ける

ために、基本的にはウェブにおいて会議を運

営することとしました。足立区区民評価委員

会といたしましては初めての試みになりま

すので、至らない点もあるかと思いますが、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 早速ではございますが、委員の皆様に１つ

お願いがございます。本会議システムは、音

声機能をオンに設定している方が発する音

を認識します。ですので、オンにしたままだ

と皆様方のお手元の音を一緒に拾ってしま

うことになります。紙をめくったりする音が

聞こえてしまいますので、お手数ですけれど

も、委員の皆様におかれましては、発言を行

うとき以外はミュートの設定をしていただ

ければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 また、本日は、この区役所にお越しいただ

いている委員の方も何名かいらっしゃいま

す。基本的には、残りの皆様はウェブにてご

参加いただいていることをまずご報告いた

します。 

 次に、本委員会の公開につきましてご説明

いたします。本委員会及び今後行う分科会に

おきましては、足立区区民評価委員会条例施

行規則第４条の規定に基づき、公開を原則と

しております。本日は傍聴の方はいらっしゃ

いませんが、傍聴の方がいらっしゃる場合は、

傍聴の方にもこの議事を見ていただくこと

になります。 

 また、本委員会での検討の経過は、会議記

録並びに委員名簿を含めて公開させていた

だくことになりますので、あらかじめご了承

ください。 

 また、会議記録作成のため、委員の皆様の

ご発言を録音させていただきますことを併

せてご了解ください。 

 例年の会議では、新任・改選委員の皆様に

対して委嘱状の交付を行っておりますけれ

ども、今年度は４月当初の緊急事態宣言がご

ざいましたので、皆様方のところに郵送にて

委嘱状をお送りさせていただいております。

ご無礼かと思いますが、そのような対応をさ

せていただきました。よろしくお願いいたし

ます。 

 本日は、まず新任委員の皆様をご紹介させ

ていただこうと思います。このウェブ会議シ

ステムは発言者に画面が切り替わる仕組み

になっております。私が新任委員の方のお名

前を読み上げますので、お返事をいただけれ

ばと思います。後ほど改めて自己紹介の時間

を設けさせていただいておりますので、ここ

ではご紹介のみにさせていただきます。 

 では、新任委員の方々をご紹介いたします。 

 まず、学識の委員でいらっしゃいます大口

達也先生。 

○大口委員 大口です。よろしくお願いいた

します。 

○事務局（政策経営課長） よろしくお願い

いたします。 
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 続いて、公募の区民委員の皆様です。 

 伊藤萌恵様。 

○伊藤委員 はい。 

○事務局（政策経営課長） よろしくお願い

いたします。 

 続いて、井上寛之様。 

○井上委員 はい。お願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 井上様は会場に

いらしていただいております。失礼しました。

よろしくお願いいたします。 

 続いて、亀田彩子様。 

○亀田委員 亀田です。よろしくお願いしま

す。 

○事務局（政策経営課長） よろしくお願い

いたします。 

 続いて、中川麻耶様。 

○中川委員 よろしくお願いします。中川で

す。 

○事務局（政策経営課長） よろしくお願い

いたします。 

 藤澤一馬様。 

○藤澤委員 藤澤です。よろしくお願いしま

す。 

○事務局（政策経営課長） よろしくお願い

いたします。 

 田邉治代様。 

○田邉委員 はい。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（政策経営課長） よろしくお願い

いたします。 

 それではここで、第１回区民評価委員会開

催に当たりまして、政策経営部長の勝田より

ご挨拶申し上げます。 

○事務局（政策経営部長） 政策経営部長の

勝田です。よろしくお願いいたします。 

 立ち上がってしまうと画面から外れてし

まうので、座ったままご挨拶をさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 今回このコロナの中で委員会の実施とい

うところで、大変皆様にご協力いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 区としても、この委員会、この状況の中で

本当にできるのか、やるべきなのかといろい

ろ議論しましたが、各委員の方々から、ぜひ

評価活動を継続して実施すべきという前向

きなご意見をいただきました。また、開催に

当たりましても、アンケート等で、どういう

ふうにやったらいいのか、私ども、試行錯誤

の中でいろいろな意見をいただきまして、今

回こういった形で実施に結びつくことがで

きました。誠にありがとうございました。 

 足立区では昨日現在で既に 646 名のコロ

ナウイルスの感染者がいらっしゃる中で、私

たちもどういうふうにやるかというところ

で、今日、今実施に先立っていろいろとトラ

ブルもありましたが、ウェブ会議の形を取ら

せていただきました。これから評価活動の中

でもこのようなウェブを使った評価が一部

実施されることもあるかと思いますが、皆様、

私たちも含めてまだ不慣れな点があります

が、精いっぱい事務局のほうもバックアップ

してまいりますので、ご協力のほどよろしく

お願いしたいと思います。 

 また、今年の委員会の実施内容につきまし

て、期間もいろいろ変わりましたので、この

中で様々なご意見を皆様からいただきまし

て、来年の評価活動をどうするかというとこ

ろに反映していきたいと考えておりますの

で、ぜひこの評価会の運営の仕方についても

忌憚のないご意見を頂ければと思います。 

 現在、行政評価については、ほかの自治体

では結構縮小の傾向があるのですが、区とし

ては、足立区が抱える課題だとか区の取り組

む方向性を区民目線でご判断いただいて、そ

れを施策や事務事業に反映していくという

ところで、足立区の根幹をなす大きな柱だと
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考えております。評価を確実に実施すること

によって、一過性の評価ではなくて、きちん

とＰＤＣＡのサイクルを回して、継続性を持

った制度として区民サービスの向上につな

げていきたいと考えておりますので、ぜひ今

年度もいろいろと皆さんにご意見を頂きた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上になります。よろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課長） それでは、これ

から第１回の会議に入らせていただきます

が、ここで１点またお願いがございます。 

 発言に関するルールでございます。発言の

際は、お手数ですけれども、ミュートの解除

をお願いいたします。また、ミュートを解除

した後に同時に２～３名が発言すると画面

が入り乱れてしまうことがございますので、

そのため、発言される際には、ご面倒ですが、

「はい」と挙手をしてください。その際に司

会が発言する方の指名をいたしますので、指

名を受けてからミュートを解除して発言と

いうルールで行っていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 では、まず、今年度の最初の会議になりま

すので、議事に先立ちまして、委員の皆様に

自己紹介をしていただければと思います。 

 自己紹介をする前に、区役所で参加してい

ただいている皆様には、申し訳ありません、

会場の移動をお願いいたします。区役所にい

らしていただいている方は今隣の部屋にい

らっしゃるものですから、今移動していただ

きます。少々お待ちください。 

（委員、会場を移動） 

○事務局（政策経営課長） では、事前にお

手元にお送りしております資料１が名簿に

なっております。その名簿の順で自己紹介を

お願いいたします。なお、時間に限りがござ

いますので、１人１分程度でお願いしたいと

思います。 

 まず、学識の方々からお願いいたします。

石阪先生からお願いいたします。 

○石阪委員 埼玉大学の石阪督規と申しま

す。 

 大学では基盤教育研究センターというと

ころで地域創生とキャリア教育、インターン

シップ等を担当しています。専門は社会学に

なります。足立区はほかの委員も幾つか務め

させてもらっていますが、東京未来大学に勤

めていた頃からの足立区とのおつき合いで、

様々な委員を現在もやらせてもらっていま

す。この区民評価については恐らく７年目に

なると思うのですが、今年度も、こういう形

になりましたけれども、よろしくお願いいた

します。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 では、藤後先生、お願いいたします。 

○藤後委員 足立区にあります東京未来大

学こども心理学部から参りました藤後悦子

と申します。よろしくお願いいたします。 

 ひと分科会を担当させていただいており

ます。私の専門は臨床心理学やコミュニティ

心理学で、具体的には子育て支援や学校臨床、

あとスポーツ系の研究や実践をしておりま

す。ぜひ皆様方と一緒に今年度も勉強させて

いただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 続きまして、遠藤先生、お願いいたします。 

○遠藤委員 東京電機大学の遠藤です。よろ

しくお願いします。 

 電大ということで北千住を本拠地にして

おりまして、足立区さんとはいろいろなとこ

ろで嫌というほど関わり合いがございまし

て、お世話になっております。 

 こちらの区民評価が一番長い、密接なつな
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がりでございますが、７年目ということでご

ざいます。まち分科会を担当させていただい

ております。 

 電大に来て７年目に入って、６年たったの

ですけれども、その前 30 年間、ＵＲ都市機

構に勤めておりまして、まちづくりというこ

とで足立区さんともご縁がございましたし、

ずっとそういうことをやっていたというこ

ともあって、こちらでは、まち、それから行

財政分科会でございます。いろいろご支援い

ただきまして、結構楽しんでやらせていただ

いております。よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 続いて、大口先生、お願いいたします。 

○大口委員 高崎健康福祉大学で社会福祉

学科の教員をしております大口と申します。

申し訳ございません、フルフェースガードに

マスクということで、今日が大学の対面授業

初日ということで、目の前に学生が 70～80

人、教員が数名いる中でありますが、しっか

りと区民評価の中の議論など、そういうこと

も含めて聞いていきたいと思っています。 

 私自身ですが、福祉全般で、特に虐待だと

か地域づくりまで、様々な形で関わっており

ます。足立区さんともまた数年前から関わっ

ておりまして、今回このような形で区民評価

委員会に関わること、とても光栄に思ってお

ります。 

 私自身、くらしと行財政分科会を担当いた

しますので、このような状況ですけれども精

いっぱい務めていきますので、ちょっと見え

ないですが笑顔ですので、皆さん、よろしく

お願いします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 続いて、寺井先生、お願いいたします。 

○寺井委員 一般事務事業を担当します寺

井です。去年一緒にお仕事をさせていただい

た懐かしいお顔を拝見しています。 

 慶應義塾大学では経済学部に所属してい

まして、専門は財政学です。どうしても財政

学の理論を一生懸命勉強することに終始し

がちなのですが、昨年は一緒にお仕事をした

皆さんと、一人一人が払った税金がどういう

ふうに使われて、どういうふうに暮らしに生

かされているかということを実感できた貴

重な経験をさせていただきました。今年は主

にオンラインで話し合うことが多くなると

思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 続いて、区民委員の方々にご挨拶いただき

たいと思います。 

 まず、明尾さん、よろしくお願いいたしま

す。 

○明尾委員 こんにちは。区民評価委員２年

目になりました明尾陽子といいます。くらし

と行財政分科会を担当させていただきます。 

 私は４歳と２歳の子どもが幼稚園に通っ

ていて、足立区に住んで９年目になりますが、

去年いろいろなことを勉強させていただい

たので、今年も勉強させていただけたらなと

思います。よろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 では、続いて伊藤委員、お願いいたします。 

○伊藤委員 伊藤萌恵です。大学１年生で、

大学では法学部で政治を学んでいます。こう

いう勉強の場に参加できることがすごくう

れしくて、まだまだ分からないことがたくさ

んありますが、よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。よろしくお願いいたします。 

 では、続いて井上委員、お願いいたします。 
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○井上委員 今期から区の行政評価に関わ

ることになりました新任の井上と申します。

よろしくお願いします。 

 足立区に居住してまだ数年なのですけれ

ども、昨今のコロナの影響もありまして、区

民の価値観や生活様式の多様化が進んでい

るかなと思います。区民の求めるニーズも変

わってきているのではないかと思いますが、

足立区の施策や事業について、区の皆様が納

めている税金が適切に使われているかどう

か、区民視点での成果指標が設定されている

かどうか、私も行政に関してはど素人なので、

そういうところも含めまして、行政の方と専

門家の方たちと共同により客観的かつ専門

的に評価を行いまして、行政のサービスの向

上、そういった点と事業の効率化、そういう

ところも含めまして提案や活動を行えれば

なと考えております。皆様、よろしくお願い

いたします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 続いて大竹委員、お願いいたします。 

○大竹委員 足立区の東部地域におります

大竹恵美子と申します。 

 私は、ＮＰＯ法人ですとか子育て支援、障

がい者や高齢者といった福祉の事業を、地に

足をつけた生活者視点で取り組んでまいり

ました。今回この委員会は２年目になるので

すけれども、生活者の視点で一緒にいろいろ

考えていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 続いて亀田委員、お願いいたします。 

○亀田委員 亀田と申します。よろしくお願

いします。 

 足立区には娘の就職を機に千葉県から６

年前に引っ越してきました。ふだんは会社員

をしています。会社が割と地域貢献ですとか

社会参加というところに積極的に出ていく

ようにという会社なので、今回、あだち広報

を見て応募させていただきました。たくさん

勉強させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○庄子委員 くらしと行財政分科会の庄子

です。今年で２年目となります。 

 足立区に住んで３年目で、２歳５か月の娘

がいる専業主婦です。１年目はまず理解する

のに必死でしたが、評価作業が終わると行政

への理解も深まって、自分自身の知識も増え、

とてもやりがいのある１年だったと思いま

す。今年度は重点プロジェクトを減らしての

活動とはなりますが、中身の濃い活動となる

ように取り組んでいきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課長） では、続いて田

邉委員、お願いいたします。 

○田邉委員 こんにちは。初めまして。私、

今回の足立区の公募に２回目なのですが、前

回は環境のほうで、今回は評価委員のほうで

応募させていただいて、足立区は一般公募と

いうことをすごく大切にしてくださるとい

うことで、私の年齢でも応募して、足立区が

すばらしい区になるように努力していきた

いと思っております。 

 私は今、あんしん協力員とか傾聴ボランテ

ィアとか、高齢者のためのボランティアをさ

せていただいて、高齢化が足立区もすごく進

んでいる中で、一生懸命に高齢者のために、

また、若いこれからの子どもたちのためにも

頑張っていきたいと思っております。今回は

「ひと」という分科会に所属させていただき

ますので、またそこで頑張ってやっていきた

いと思います。皆さん、よろしくお願いいた

します。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ
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います。 

 続いて中川委員、お願いいたします。 

○中川委員 中川麻耶です。 

 私は現在、足立区内の大学に通う大学１年

生です。私は高校時代にフィンランドに１年

間留学していて、現地で子育て支援の「ネウ

ボラ」というのを見て、そこで保健師さんの

姿に憧れを持って看護学科に進学しました。 

 現在、私は千住地域に家族と住んでいるの

ですが、大学生の立場でありながら地域の役

に立ちたいと思って、私も広報を見て参加を

決めました。今年初めてなので分からないこ

とがたくさんあるので、教えていただきたい

なと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。よろしくお願いいたします。 

 では、続いて中島委員、お願いいたします。 

○中島委員 ひと分科会の中島明子と申し

ます。先日の鹿騒動でニュースになった足立

区の西部地域に生まれ育ち、現在も夫と社会

人の息子 2人と暮らしています。実は評価委

員は 6年目にあたり、集大成にしなくてはと

思っております。どうぞよろしくお願い致し

ます。」 

 次に長谷川委員、お願いいたします。 

○長谷川委員 長谷川です。 

 足立区に住んで 50 年になりますが、評価

委員としては４年目です。くらしとまちの分

科会で今年が２年目になりますが、とにかく

基本構想で足立区の将来像として「協創力」

ということを掲げていますので、ぜひこうい

うコロナの中でこそ足立区の協創力という

のが生きるんじゃないかなと考えて、この１

年もしっかりやっていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課長） では、続いて藤

澤委員、お願いいたします。 

○藤澤委員 藤澤です。よろしくお願いしま

す。 

 今回再任させていただきまして３年目に

なります。区民評価委員は、何か新しいこと

を始めたいと思って応募したのがきっかけ

なのですが、とても学びが深く、今回は同じ

分科会ということなのですけれども、新しい

学びと思って、今年は通信制の大学に編入し

たり、訪問看護に従事しているのですが、訪

問看護で所長を拝命したりと、自分自身も結

構変化のある年ですし、コロナということで

今回こういうオンラインというところで、ま

た行政その他もろもろでも変化が多い年か

と思います。区民評価委員を通して少しでも

何かお役に立てることがあればなと思いま

すので、今年も１年よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（政策経営課長） では、続いて村

田委員、お願いいたします。 

○村田委員 一般事務見直しを担当してお

ります村田文雄です。 

 今年も評価に当たりましては、区民の多く

がどのように思っているか、その区民目線を

大切にして評価したいと思っております。 

 それから、分科会を大いに盛り上げたいと

思っておりますけれども、私もウェブ会議と

いうのは初めてなものですので、どの程度な

るのか分かりませんけれども、分科会長の寺

井会長、それから事務局の皆さんには非常に

ご迷惑をかけると思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

いました。 

 では、続いて事務局のほうの紹介をさせて

いただこうと思います。 

 先ほどご挨拶をした部長からお願いしま

す。 

○事務局（政策経営部長） 政策経営部長の
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勝田です。今年度もよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（政策経営課長） 政策経営課長の

伊東でございます。１年間よろしくお願いい

たします。 

○事務局（財政課長） 財政課長の岩松です。

昨年度に引き続きましてよろしくお願いい

たします。 

○事務局（政策経営担当係長） 政策経営課、

光井と申します。私のほうでこの区民評価委

員会の事務局の取りまとめをさせていただ

きます。今年はウェブ会議で実施することに

なって、至らない部分も多々あるかと思うの

ですが、皆様の評価活動がスムーズに進んで

いくように全力でサポートさせていただき

ますので、よろしくお願いします。 

○事務局（政策経営担当係長） 政策経営課

の小口と申します。ひと分科会を担当させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営担当係長） くらし分科

会を担当させていただきます東と申します。

よろしくお願いします。 

○事務局（財政担当係長） 一般事務事業の

担当となります財政課の高田と申します。今

年もよろしくお願いいたします。 

○事務局（財政担当係長） 一般事務事業を

担当します財政課、鈴木です。よろしくお願

いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 以上のメンバー

で皆様の審議が円滑に進むように全力でサ

ポートさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 次に、区民評価委員会条例第５条の規定に

基づき、本委員会の会長と副会長の選出を行

います。選出方法ですが、いかが取り計らい

ましょうか。ご意見はございますでしょうか。 

○長谷川委員 はい。 

○事務局（政策経営課長） 長谷川委員、お

願いいたします。 

○長谷川委員 今まで副会長とか分科会長

を長年務められて、この委員会をリードして

こられた石阪先生に会長をやっていただき、

また、藤後先生に副会長をやっていただいた

らよろしいんじゃないかということで私の

ほうからお願いさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 ただいま長谷川委員から、会長に石阪委員

を、副会長に藤後委員をお願いしたいという

ことがございましたが、いかがでございまし

ょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○事務局（政策経営課長） 異議なしでよろ

しいでしょうか。 

（拍手） 

○事務局（政策経営課長） それでは、石阪

委員に会長を、藤後委員に副会長をお願いし

たいと思います。 

 では、それぞれの方からご挨拶をいただき

たいと思います。まず、石阪会長、お願いい

たします。 

○石阪会長 改めまして、こんにちは。ただ

いま会長に選出いただきました石阪督規で

す。よろしくお願いします。こういう形で選

任されるのは初めてですので、全く臨場感が

ない中で会長という大職を担うということ

なので、これからも頑張ってまいりたいと思

います。 

 前任の田中会長、その前が早稲田の野口先

生、その前が未来大の出口先生ということで、

ずっと区民評価の会長さん、非常に頑張って

ここまで続けてこられました。15 年目とい

うことで節目の年でもありますし、また、今

回は新型コロナの感染拡大の影響で、恐らく

一部ないしは大部分がこういうウェブ方式
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で行うという、まさに未曽有の評価活動とい

うことになります。そういう中での大役とい

うことですので、ぜひ事務局と連携しながら、

これまでどおり皆さんの意見を評価活動に

反映できるよう努めていきたいと思います。 

 ただ、一方で、例えばヒアリングとか評価

作業、これは恐らくたてつけとしては対面で

行っていくという前提でこれまでやってき

ましたし、我々もそのほうが非常にいい評価

ができると思ってこれまでやってきたわけ

ですけれども、恐らく今回、３密を避けると

いうことで様々な、これはなかなかうまくい

かないとか、評価の課題というのも改めて出

てくると思います。15 年目という節目の年

でもあるので、例えば今年に関していえば、

柔軟に、なるべく今までの形を踏襲しながら

も、新しいやり方やアイデアを入れながら評

価作業をこれから皆さん各分科会で行って

いただければと思います。 

 そして、評価の方法自体は大きく変わるも

のではありませんので、これまで例えば５段

階評価、また、皆さんにいただくコメント

等々、変わらず進めていきたいと思いますの

で、皆さん、また忌憚のないご意見をいただ

ければと思います。 

 先ほど部長さんからもお話がありました

とおり、ＰＤＣＡサイクルの中でのまさにＣ

（チェック）のところ、これは今年はやらな

いという選択もあったのですけれども、やは

りチェックをしないで１年間そのまま通っ

てしまっていいのかどうかということも恐

らく事務局で相当検討したと思うのです。で

すので、今回は、できる範囲の中でチェック

の部分、皆さんからぜひ参加いただく形で進

めていきたいと思っています。 

 私も大学に勤めていますが、ふだん授業を

こんな感じでやっています。私が一方的にし

ゃべって、学生が聞いて、学生が質問してく

るという形で、ようやく半年間、私もキャン

パスに行かずに、こういう形で授業をするこ

とに慣れてきました。最初はなかなか難しい

です。うまくつながらないとか、あるいは自

分の言いたいことが言えないとか、音声が交

錯するとか、非常に難しいと思いますが、半

年かけてやったらかなり慣れてきましたの

で、またぜひ皆さんも分からないことやうま

くいかないことがあったら、ぜひ事務局と調

整の上、ちょっとずれますけれども、年度末

までにはある程度一定の報告をしてまいり

たいと思います。ご協力のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 石阪会長、あり

がとうございます。 

 では、続いて藤後副会長、ご挨拶をお願い

いたします。 

○藤後副会長 改めまして、このたび区民評

価委員会の副会長を拝命いたしました東京

未来大学の藤後と申します。よろしくお願い

いたします。このような大役を仰せつかり、

恐縮しております。微力ではございますけれ

ども、よりよい区民評価を目指して邁進して

まいりたいと思っております。 

 せっかく、お話しする機会をいただきまし

たので、ぜひお伝えしたいことがございます。

この半年間、私たち、本当にコロナという新

たな脅威に直面しまして、命の大切さ、尊さ

ということを実感してきました。命と関連す

ることですが、今日はまさに広島に原爆が落

とされた戦後 75 年の平和記念の日です。こ

の平和のありがたみをかみしめながら、足立

区の皆様方のかけがえのない命が大切にさ

れるようなまちづくりを、区民目線を取り入

れながら行っていきたいと思っております。 

 その中で、今年度、私の中でキーワードと

しているものが２つあります。１つが「優し

さ」です。もう１つは「対話」です。 
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 「優しさ」に関しましては、私の専門の臨

床心理学的視点から考えると、このコロナの

状況の中、不安とどう付き合っていくかがす

ごく重要なポイントとなるのです。コロナの

状況の中で経済的な不安があったり、自由が

制限されて、鬱々とした気持ちや、不安でお

過ごしの方は多くいらっしゃると思います。

不安が高まれば高まるほど、私たちはその不

安を抱えることが難しくて、手放すのですけ

れども、その手放し方にいろいろ問題があっ

て、その一つの例として誰かを攻撃してしま

ったりするということです。不安というもの

は悪いものではないですし、当然生じるもの

です。それを悪いというようにするのではな

くて、不安をどう抱えていくか。そのために

は、自分とは違う立場の人の状況を、優しさ

を持って想像することが大切だと思ってお

ります。だからこそ、優しさと想像力を踏ま

えながら対話をしていく。この対話を区民評

価委員会では大事にしています。この対話を

公的に保障して政策に結びつけてくれてい

るのがこの区民評価委員会ですし、行政の

方々との対話の機会が保障されているので

す。特にこの緊急事態であっても区民評価委

員会を決行するといことを、決めたというこ

ともすばらしいことだと思っています。今、

地方自治が強く求められている状況です。求

められている内容は、地方によっても、また

東京都内でも、市区町村によってもかなり異

なってきています。だからこそ、その求めら

れているものを現在進行形の形でキャッチ

して、それを対話を通して政策に生かすこと

が可能なものがまさに区民評価だと思って

います。 

 私自身、足立区の本気度を実感したのがま

さにこのオンラインの会議であると思って

います。実は私もいろいろ他の市区町村の委

員会にも所属しております。その中でオンラ

イン会議を提案させていただきましたが、実

際実現したのは足立区だけなのです。足立区

でも最初は、ハードルが高いからちょっと難

しいかもというようなコメントをいただき

ましたが、でもこうやって実現に結びつけた

というのは、やはり足立区の区民評価に対す

る本気度であるということを実感しており

ます。ぜひ皆様方と一緒に足立区の協創を実

現できるような、実りある区民評価を行って

まいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 石阪会長、藤後

副会長、どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、諮問書の交付ですけれ

ども、区役所にいらしていただいている委員

の方々に元の会議室にお戻りいただきます

ので、皆さん少々お待ちください。 

（委員、会場を移動） 

○事務局（政策経営課長） 続いて、諮問書

の交付でございます。足立区から区民評価委

員会へ諮問をいたします。例年ですと会長宛

てに諮問書をお渡しいたしますが、今回、石

阪会長はウェブでの参加でございますので、

村田委員に代理で区からの諮問書を受領し

ていただきます。では、お願いいたします。 

○事務局（政策経営部長） 諮問。令和２年

度足立区行政評価を実施するに当たり、下記

の事項について諮問します。 

 記。１、指定した重点プロジェクト事業の

評価について。２、指定した一般事務事業の

評価について。 

 令和２年８月６日、足立区区民評価委員会

委員長様。足立区長、近藤やよい。 

（村田委員へ諮問書交付） 

○事務局（政策経営課長） では、区からの

諮問をさせていただきました。今後、皆様方、

よろしくお願いいたします。 

 もう少しこのまま議事を進行したいと思
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います。 

 では、ここからの議事進行は、石阪会長、

よろしくお願いいたします。 

○石阪会長 それでは、会議次第に沿って会

議を進めていきたいと思います。 

 今まで諮問書の交付まで議事が行ってい

ますので、その次、「足立区区民評価委員会

の令和２年度評価作業について」のほうの

（１）、委員会スケジュールについて事務局

から説明をお願いします。 

○事務局（政策経営担当係長） ここから事

務局の光井から説明させていただきます。資

料２を開いていただけますでしょうか。画面

にも表示させていただきますので、そちらも

併せてご確認ください。 

 それではまず、今年度の評価活動全体の流

れを説明させていただきます。 

 まず、１番の「評価活動の流れについて」

をご確認ください。ここで概略を説明させて

いただきます。 

 区民評価委員会の最終目標は、下のフロー

図の中の右側にある区長答申を作成してい

ただくことです。今年度は、令和３年、年明

けの１月末を目標に評価活動を進めさせて

いただければと考えております。 

 本全体会の終了後、まず８月中に、（１）

で本全体会の記載がありますが、（２）のと

ころで研修会を２回開催させていただきた

いと考えております。８月中に今年度から委

員に就任していただいた委員さん向けの研

修と、公募委員の皆様に受けていただく公募

委員研修を１回実施し、９月中旬頃から 10

月中旬頃にかけて、フロー図で言うと真ん中

のほうになるのですけれども、分科会のヒア

リングです。今年度は重点プロジェクト事業

の絞り込みを行いますので、例年３日間やっ

ていたものを２日間に短縮させていただく

予定です。 

 続きまして、そのフローで言うと右側に移

りまして、10月中旬から 11月中旬にかけて、

委員の皆様で集まって、この重点プロジェク

ト事業が何点だというような評価作業をや

っていただきます。こちらも例年だと３日間

やっていただいていたのですが、今年度は評

価対象事業を絞り込むため、２日間とさせて

いただく予定です。この会議はいずれもウェ

ブ会議を活用していくというところは補足

して説明させていただきます。 

 分科会の活動、皆様集まって評価活動をし

ていただいた後、11月中旬から 11月下旬に

かけて各分科会長による提言案を策定して

いただき、１月の区長答申に向けた全体の答

申案を事務局で取りまとめます。取りまとめ

た案を基に、スケジュールで言うと 12 月の

ところに全体会②、全体会③と記載させてい

ただいておりますが、ここで答申案を皆様に

見ていただいて、評価報告書、答申案を固め

て、１月に区長答申という形で会長から区民

評価委員会を代表して答申を提出いただく

流れとなります。 

 続きまして、スケジュール案の詳細の部分、

現時点で固まっているものについては本日

説明させていただきます。 

 資料で薄い文字になっているところは、既

に区側で終了した手続となるので、ここは参

考にご確認いただければと思います。 

 資料を１枚めくっていただいて、今画面の

スクロール、スケジュールだと２枚目に当た

るのですが、そちらをご確認ください。 

 具体的な評価スケジュールは９月以降と

なります。 

 まず、９月３日（木）までに重点プロジェ

クト調書を委員の皆様に送付させていただ

きます。評価対象となる重点プロジェクトの

調書となります。一般事務事業は調整中とさ

せていただいているのですが、同時期に送付
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できるものとお考えいただければと思いま

す。届いた重点プロジェクト事業の調書をお

読みいただくことになるのですが、お読みい

ただくと疑問点が生じてくるかと思います。

その際、区側のほうで事前質問の期間を設け

ます。重点プロジェクト調書を３日までにお

手元に届くように送付させていただいて、１

週間後の９月 10 日（木）を締切りとして皆

様のご質問を受け付けさせていただきたい

と考えています。その後、該当の所管と事務

局のほうで回答案の作成を調整させていた

だいて、９月 17 日（木）までに委員の皆様

からいただいた事前質問については回答を

させていただく予定です。 

 その後、分科会の評価活動に移行していき

ます。日程調整は、本会議終了後、後日、事

務局の各分科会の担当者から個別に委員の

皆様に調整させていただきます。スケジュー

ル案は今調整中になっているのですが、おお

むねのスケジュールにつきましては、来週の

金曜日、８月 14 日を目標に皆様にお示しで

きればというところで調整しております。 

 各分科会の評価活動が終わりましたら、12

月上旬から中旬にかけて２回、本日と同じよ

うな形で全体会を開催させていただき、報告

書を取りまとめていくことになります。ちな

みに、今年度ですが、ここはほぼ決めていき

たいと考えているのですが、全体会の２回目

は 12月４日（金）、３回目が 12月 18日（金）、

いずれも午前中を予定しております。 

 スケジュール案の資料の３枚目になりま

す。あとは公募委員の皆様に関係するところ

となりますが、申し訳ございません、少し戻

ります。８月 17 日（月）に新任委員の方向

けの研修を予定しています。８月 24 日に公

募委員の皆様に向けた研修を予定しており

ます。区民評価委員会の概要であったり、評

価の視点などはこの研修で詳細をお話しさ

せていただきたいと考えておりますので、ご

出席のほどよろしくお願いいたします。正式

な通知につきましては、後日文書で発送させ

ていただきますが、新任研修につきましては

メールでの調整で進めさせていただきます

ので、よろしくお願いします。 

 また、通常であれば、全て区民評価委員会

の活動が終わった後に行政評価報告会とい

うものを開催していたのですが、今年度は３

密防止の観点から開催を中止させていただ

きたいと考えております。また、委員の皆様

と区長で意見を交換していただく意見交換

会につきましては、新型コロナウイルスの感

染状況などを見定めながら開催の可否を判

断してまいりたいと思っております。こちら

はできる限り開催できるように調整させて

いただきます。開催する場合は、おおむねの

スケジュールなのですが、２月下旬から３月

中旬頃になると考えております。 

 委員会に関するスケジュールの概略の説

明は以上となります。ありがとうございまし

た。 

○石阪会長 ここまでスケジュールをご説

明いただきましたけれども、まず１つは、後

ろ倒しになる、かなり後ろに倒れるというこ

とと、幾つか去年までやってきたものが中止

になってしまうものがある、あるいは方法が

変更になってしまうものがあるというご説

明でしたが、特に新任委員の皆さんは昨年度

のことが分からないので、例えば今の時点で

何か事務局に質問等あれば、この場で挙手を

お願いできればと思います。スケジュールが

かなり大幅に変わりましたけれども。手は挙

がっていませんかね。事務局のほうで確認で

きますか。 

○事務局（政策経営担当係長） 今のところ

私のほうで見る限り手は挙がっていないよ

うですが、いかがですか。 



13 

 

○石阪会長 それでは、またスケジュールに

戻って質問ということも可能ですので、とり

あえずは次の（２）のほうに参りましょうか。

「Ｗｅｂ会議の導入について」になります。

事務局から説明をお願いします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

私のほうから説明させていただきます。ウェ

ブ会議の導入、次第の２番になります。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策の一環として、会議室の３密を避け

るためにウェブ会議を本委員会でも導入さ

せていただきます。会議室の３密を避けるた

めにも、全体会だけではなくて、分科会の活

動も含めてウェブ会議を導入していく方向

で進めていきたいと考えておりますが、委員

の皆様によろしいかどうか諮りたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

○石阪会長 今そういうご説明がありまし

たが、３密を避けるためにもウェブ会議をな

るべく導入していくということですね。こち

らについては、皆さん、ご異議は恐らくない

と思うのですが、いかがでしょうか。方法論

上いろいろ考えなければいけない点はある

と思うのですが、原則こういう形で進めてい

きたいということになります。 

 それでは、承認されたということでいきた

いと思います。 

 ただ、質問ですけれども、例えば今後、緊

急事態宣言等々が出た場合とか、あるいは、

今、役所に皆さんいらっしゃるケースがあり

ますけれども、例えば役所に来られなくなっ

てしまった、あるいは通信機器等々でなかな

か役所とコンタクトを取るのが難しいとい

った場合、どのようなことを考えていらっし

ゃるか、事務局に質問したいと思うのですが。 

○事務局（政策経営課長） 政策経営課長の

伊東でございます。今の点についてお答えい

たします。 

 確かに今の新型コロナウイルスの状況を

見ると、再度の緊急事態宣言が出る可能性も

なきにしもあらずだと思います。仮にそうい

った場合になったときには、会議の運営につ

いてはどうしていくか、本当に会議を開き続

けるのかどうかも含めて会長と事務局のほ

うで相談させていただいて、協議の上決定さ

せていただきたいと考えております。 

○石阪会長 ありがとうございます。恐らく

緊急事態宣言が出た場合等々を含めて、今こ

ういう形でご提案いただきましたけれども、

スケジュールを変更いただくということも

あるかもしれません。その場合、改めて、事

務局の説明のような形で調整しながら今後

決定していくということですが、皆様、それ

もよろしいでしょうか。了解いただくという

ことで。 

 なかなか先が読めない中での運営という

ことになりますので、逐次皆様には報告申し

上げたいと思います。現状この形で進めてい

くということでご了解いただいたものとさ

せていただきます。 

 それでは、どうしましょうか。休憩は入れ

ますか。そのままいきますか。どうしますか、

事務局。 

○事務局（政策経営課長） 区役所で参加し

ていただいている方の会議室の密の状態と、

換気をしなければならないので、申し訳あり

ません、10 分程度休憩時間をいただいても

よろしいでしょうか。 

○石阪会長 それでは、ただいまから 10 分

間休憩させていただいて、皆さん、このまま

ミュートとカメラを切った状態で構いませ

ん。一回出てもらって、もう一回入ってきて

いただいても構いませんので、ウェブの方は

そういう形でご対応ください。 

 それでは、今から 10 分間休憩ということ

にさせていただきます。 
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○事務局（政策経営課長） 申し訳ありませ

ん。再開は３時 10 分です。よろしくお願い

いたします。 

 

（休憩） 

 

○石阪会長 それでは、皆さんお集まりにな

ったので、再開させていただきたいと思いま

す。 

 それでは、事項書でいくと（３）会議の傍

聴等についてですが、傍聴は非常に難しいの

ですけれども、どのような定義なのか。一応

分科会の公開について皆様にお諮りしたと

思うのですが、資料３の足立区区民評価委員

会条例施行規則第４条の規定に基づくと、本

全体会及び分科会は公開が原則となってい

るということです。ただし、分科会について

は、所管とのヒアリング以外は、自由な討議

に支障が生じるおそれがあるということで、

昨年度までは非公開としていました。今年度

の分科会も同様に非公開でよろしいかどう

か、これが１点目になりますが、昨年度同様、

今回の分科会も非公開ということで皆さん

異論はないでしょうか。大丈夫でしょうか。

はい。 

 ２点目ですけれども、今年度はこういう形

で進めますので、傍聴人ですが、本来ですと、

規定上 10 名まで会議室に入室できるのです

けれども、今年度は会議室内の３密を避ける

ということですので、会議室の広さであった

り収容定員数を勘案して、事務局と協議の上

決定していきたいということにしたいと思

います。10 名まで入れないということもあ

り得るということ。こちらもこのような考え

方で進めさせていただきますが、よろしいで

しょうか。 

 特に異論はございませんでしたので、この

ような形で傍聴については進めさせていた

だきたいと思います。 

○村田委員 すみません、ちょっと意見。 

○石阪会長 はい、どうぞ。 

○村田委員 会議の公開というのは非常に

大切な話なんですよね。その重要性を考えれ

ば、会議は公開が原則のはずなんですよ。た

だ、今言ったように３密がどうのという話が

あったんだけれども、今までの経緯を見ると、

会議室自体が３密になるような、人が混む話

じゃないはずなんですよ。 

○石阪会長 これは、公開は公開なのです。

ただ、たくさん人が部屋に入ってしまうと問

題なので、人数制限を設ける可能性があると

いうことになります。なので、ゼロではない

です。 

○村田委員 じゃあ、いいです。その可能性

はあるということなら。 

○石阪会長 あくまで可能性の問題になり

ます。事務局、お答えいただきましょうか。 

○事務局（政策経営担当係長） 事務局から

説明させていただきます。村田委員が気にさ

れていた、傍聴人が入れなくなるわけではな

くて、会議室の中の収容人数や定員数などを

勘案して、通常であれば 10 名様まで入れる

傍聴人について一部制限させていただくこ

とがあるということです。 

○村田委員 それはあくまでも感染予防だ

とかが、今我々がそうなんだけれども、ここ

でやっているときと、別室でモニターを見て

いる、ああいうときにも必ず一応感染対策を

取っているわけですよね。そういう態勢を取

るんだったら、私は別に構わないかなという

気はしています。ですから、原案どおりで賛

成にします。 

○石阪会長 ありがとうございます。 

○事務局（政策経営担当係長） すみません、

補足で説明させていただいて。村田さん恐ら

く伝わったかなと思うのですが、傍聴人が入
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れなくなるわけではなくて、アッパーである

10 名を例えば５人にさせていただくとか、

会議室の広さによってそこは柔軟に対応さ

せていただきたいというのが今回の議案の

趣旨ということでございます。 

○村田委員 了解しました。 

○石阪会長 それでは改めて確認しますけ

れども、分科会のほうについては従来どおり

傍聴はなしということですね。一方、本会議

については 10 名という制限は柔軟に対応さ

せてもらうということですが、今までどおり

公開を原則として進めていくということで

了解いただきたいと思います。 

 ほか何かご質問はありますでしょうか。 

○事務局（政策経営担当係長） すみません、

事務局から補足で説明させていただきます。

分科会の評価活動自体も近年では傍聴の方

はいらっしゃらないのですが、分科会のヒア

リング活動は基本公開という形を取らせて

いただいて、ただ、委員の皆さんがこの事業

は何点にするか、そこに関しては自由な議論

に支障が生じる可能性があるので、評価作業

は非公開。作業工程で言うと、スケジュール

の後半の部分であった委員さん同士の議論、

委員さん同士で事業を何点にするというよ

うな評価作業をやっていただく際は非公開

というところでよろしいでしょうか。 

○石阪会長 分科会は恐らくヒアリングと

作業と２つあるうちの作業については非公

開ですね。ヒアリングについては、もし傍聴

者の希望があれば受け入れるという形にな

ります。ただ、いずれにしても３密を避ける

という形で、人数については柔軟に対応して

いく、そのような形で進めていただきたいと

思います。 

 それでは、続いて（４）分科会の構成等に

ついてになります。今年度の評価活動を進め

ていくに当たって、まず分科会の設置、構成

員を決めていきたいと思います。まず、事務

局から説明をお願いします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

光井より説明させていただきます。資料は４

－１、今画面に表示されましたが、こちらと

同じ資料をお手元にご準備ください。画面も

併せてご覧いただければと思います。事務局

のほうでポイントの部分、いろいろ矢印等を

合わせたりすることもできますので、併せて

ご確認いただければと思います。それでは、

分科会の構成について説明させていただき

ます。 

 初めに、基本構想・基本計画と重点プロジ

ェクトの関係性についてご説明させていた

だきます。 

 足立区基本構想では、将来像に掲げた「協

創力でつくる 活力にあふれ 進化し続け

る ひと・まち 足立」の実現のため、資料

にありますとおり、「ひと」「くらし」「ま

ち」「行財政」という４つの視点で基本的な

方向性を整理しております。 

 上から順に視線を落としていただきます

と、基本構想の下に基本計画があります。重

点プロジェクト事業についても、その基本計

画の中に位置づけられています。 

 そのため、重点プロジェクト事業も「ひと」

「くらし」「まち」「行財政」、順番は説明

の都合上、先に「行財政」を表示しているの

ですが、同じく４つの視点で事業を整理して

おります。この４つの視点のうち「ひと」分

野に関連する事業を評価するのがひと分科

会、「くらし」と「行財政」の一部に関連す

る事業を評価するのがくらしと行財政分科

会、「まち」と「行財政」の一部に関する事

業を評価するのがまちと行財政分科会とな

ります。また、課題があると考えられる一般

事務事業の一部、指定したものを評価するの

が一般事務事業見直し分科会となります。 
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 各分科会が評価する事業の対象数は下の

表をご確認ください。これは例年であれば重

点プロジェクト事業の絞り込みを行わなけ

れば各分科会が評価する事業の数を示して

おります。各分科会が評価する事業の数は、

令和元年度、昨年度から今年にかけて変更点

はございません。 

 なお、２番のところですが、各分科会の事

業の構成の変更点につきましては、後の議題

である「重点プロジェクト事業について」で

説明させていただきます。 

 分科会の構成については以上となります。 

○石阪会長 ありがとうございます。 

 ただいまご説明がありましたとおり、今年

度も分科会については、ひと分科会、くらし

と行財政分科会、まちと行財政分科会、一般

事務事業見直し分科会、この４分科会に分か

れて活動していくということになります。ま

た、学識委員の先生方には分科会の割り当て

をして、それぞれに入っていただくようなイ

メージになっています。 

 資料４－２をご覧いただきたいと思いま

すが、お手元の資料にある、ご自身のお名前

がそこに入っていると思うのですけれども、

一応、区民委員の皆様については事前に関心

のある分野を伺っていると事務局のほうか

ら聞いていますので、それとご経験とを考慮

して事務局のほうで作成いただき、割り振っ

ていただいたというものになります。 

 この案をベースにメンバー構成を決定し

ていきたいと思いますが、まずこちらについ

てはいかがでしょうか。ご自身の入っている

ところ。恐らく希望もいろいろあると思うの

ですが、今年度についてはこの分科会、この

メンバーでいくということですけれども、何

かご意見があれば挙手をお願いしたいと思

います。いかがでしょうか。 

 ご自身の希望どおりではないものもある

かもしれませんけれども、今年度については、

先生方を初めこのような形で分科会を構成

していきたいと思っております。皆さん、ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、分科会の構成が決まりましたと

ころで、メールアドレスの共有についてもこ

こで議論していきたいと思うのですが、今後、

評価作業を進めていく上で、いろいろファイ

ルをやりとりしたりとか、そういうケースが

非常に増えてくるということになります。委

員相互のメールアドレスの共有をお願いし

たいのですが、まず、メールアドレスをお持

ちでない方はいらっしゃいますか。今回、評

価活動で使うメールアドレスですけれども、

大丈夫ですか。 

 では次ですが、そのメールアドレスを分科

会、事務局の中でこういう形で、委員相互の

共有ということをさせていただくことに異

論はありませんでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

 それでは、昨年同様、皆さんとメールアド

レスを共有する形でファイルのやりとり、あ

るいは情報の共有をさせていただきたいと

思います。 

 特にご意見がなければ、次に進んでまいり

たいと思います。次第の（５）重点プロジェ

クト事業について、まず事務局から説明をお

願いします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

事務局より重点プロジェクト事業について

説明させていただきます。資料５－１をお手

元にご準備ください。同じく画面で表示して

いきますので、よろしくお願いします。 

 こちらの表は、皆様に評価していただくこ

ととなる重点プロジェクトの体系一覧とな

ります。 

 先ほどの「分科会の構成」にて、重点プロ

ジェクトは基本計画の体系に合わせて整理
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されていると説明させていただきました。 

 具体的に見ていきますと、この表の左の欄

になりますが、「ひと」「くらし」「まち」

「行財政」という４つの視点で整理していま

す。そして、そのまま右のほうに目を移して

いただきまして、その４つの視点の下に柱立

てがあり、さらに右側に目を移していただい

て、重点目標と重点項目を体系化しておりま

す。この重点項目の下に具体的な重点プロジ

ェクト事業がぶら下がるという構造となっ

ております。 

 例えば、資料５－１の太枠で囲みました重

点項目「就学前教育の充実」の下にぶら下が

っている事業は何かと申しますと、画面と資

料の図でいきますと、矢印、点線で示させて

いただいた「幼児教育推進事業・家庭教育推

進事務」がぶら下がるということになります。 

 １枚めくっていただけますでしょうか。資

料５－２になります。こちらは重点項目にぶ

ら下がる重点プロジェクト事業のリストに

なります。引き続き、この資料５－２の表の

見方を説明させていただきます。 

 まず、一番上の表題の部分、「令和２年度

重点プロジェクト事業体系一覧」の横に【ひ

と】と記載があるかと思います。これは「ひ

と」の視点にぶら下がる事業ということを意

味し、ここに記載された事業は、ひと分科会

の評価対象事業ということになります。 

 では、この中でどの事業が評価対象なのか

という話に移ります。真ん中の辺りに「評価

有無」、太枠で囲わせていただいて、太い字

で表示させていただいておりますが、その中

の幾つかの事業に「○」がついているかと思

います。この「○」がついている事業は、区

民評価委員会より評価を受ける対象の事業

であることを意味します。なお、例年であれ

ば、「○」がつく全事業を評価していただく

ことになるのですが、今年度は評価対象事業

の絞り込みを行います。 

 続いて、「○」がついていない事業も幾つ

かあるかと思いますので、そちらを説明させ

ていただきます。 

 まず、色塗りされて「再掲」と表示されて

いる事業があるかと思いますが、真ん中のと

ころに【くらし】再掲と表示されています。

表の真ん中部分にあります「健康あだち 21

推進事業（糖尿病対策）」とあって、【くら

し】再掲と記載されています。では、お手元

の資料、２ページ進んでいただいて、右側の

上の墨括弧の部分の視点が【くらし】と表示

されている部分に移っていただければ説明

を続けさせていただきますが、よろしいでし

ょうか。こちらの【くらし】の一覧の下から

３番目にも「健康あだち 21 推進事業（糖尿

病対策）」という事業が表示されています。

こちらは評価のところに「○」がついており

ますので、こちらはくらしと行財政分科会で

評価していただく事業ということを意味し

ます。 

 重点プロジェクト事業は、その事業目的や

内容から、１つの視点のみではなく複数の視

点、今の例でいきますと「ひと」と「くらし」

の両方に関連する事業が重点プロジェクト

事業には複数ございます。両方の視点に関連

する事業とはいっても、主となる視点という

ものがありますので、評価をしていただくの

は主となる視点の分科会、先ほどの例ではく

らし分科会にて評価を行い、「ひと」の視点

の要素もあるので、【ひと】の一覧の中では

「再掲」という形で表示させていただいてお

ります。 

 また、「○」がついていないものの例とい

たしまして、１つ前のページに戻っていただ

いて、資料５－２の２枚目の下から３番目の

事業の部分に「ユニバーサルデザイン推進事

業」という事業がございます。「評価有無」
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のところは、先ほどの空欄とかと違って、「－」

という形で表示させていただいております

が、このユニバーサルデザイン推進事業は、

区民評価委員会と同じような評価機関であ

る審議会、一般区民の方を含んだ審議会にて

意見を聴取しているため、区民評価委員会で

評価するのではなく、そちらの審議会で評価

していただいているため、区民評価委員会で

は評価対象外としています。このように、区

としては優先的に力を入れて取り組んでい

く必要があるため、重点プロジェクト事業と

してラインナップはしつつも、今申し上げた

ような理由で区民評価の対象外としている

ものが幾つかございます。 

 １点補足させていただきますが、資料５－

２の５枚目の「行財政」の視点に関する事業

については、大きく２つの観点により分割し

ています。１つは、協創を推進するための主

体の活躍としての視点、事業ナンバーでいき

ますと 48～51 の視点になります。そしても

う１つが、行政内部の事務としての視点です。

事業ナンバーでいきますと 52～56 がこれに

該当します。評価作業としては、前者の 48～

51がくらし分科会、後者の 52～56の事業は

まち分科会で評価していただくこととして

います。 

 最後に、重点プロジェクト事業の昨年度か

らの変更点についてご説明させていただき

ます。資料５－１に戻っていただきます。資

料がたびたびこの議題については前後して

しまって申し訳ございません。 

 一番下の部分に変更点一覧とありますが、

昨年度からの変更点は２点となります。 

 №23「ビューティフル・ウインドウズ運動

（防犯まちづくり推進地区認定事業）」とい

う事業が昨年度まではございましたが、こち

らは、今年からですが、これまで地区認定事

業をやっていたものに加えて、個人の人が行

う「ながら見守り活動」の登録制度を導入し

たので、地域の見守り活動を進め、事業を拡

充したということになります。そのため、事

業も拡充したことに加えて、名称を「ビュー

ティフル・ウインドウズ運動（防犯まちづく

り事業）」、「地区認定」というものを取っ

て「防犯まちづくり事業」ということに変更

しております。 

 また、№35「防災力向上事業」は、昨年度

の台風 19号を受けて、水害対策を強化して、

事業そのものを拡充したため、水害対策を目

出しする名称、「防災力向上事業（防災訓練・

防災計画）」のみだったものに加えて、「水

害対策の強化」ということで事業名称と事業

内容の拡充を行っております。 

 長くなりましたが、重点プロジェクト事業

についての説明は以上となります。 

○石阪会長 ありがとうございました。 

 重点プロジェクトですけれども、対象とな

る分科会が３つ、３分科会、これを分担しな

がら評価をしていくということになります。

恐らく 18、19、20、例年それくらいの数で進

めていきましたので、本来であれば皆さんこ

れを全部、例えば 20 事業を１つの分科会で

やる、19、18という形で進めていくのですけ

れども、先ほど説明があったと思うのですが、

恐らく今年度については、評価の日数自体も

少なくなるということも含めて、絞り込みを

後ほど行っていくということになります。 

 まずここまでで、重点プロジェクトについ

て何かご質問がありましたら挙手でお願い

したいと思うのですが、よろしいでしょうか。

今年度は、変更点は２か所ありましたけれど

も、主に名称の変更ですね。事業自体がなく

なったり動いたりということは恐らくなさ

そうです。よろしいですか、質問について。

ですので、３つの分科会については、昨年同

様、重点プロジェクトの評価をしていただく
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ということになります。 

 それでは、続いてですけれども、（６）重

点プロジェクト事業評価対象事業の絞込み

についてですが、これが前年とは異なること

になります。こちらについては、今年度、委

員の皆様の負担軽減、そして限られた条件下

で評価を進めていかなければならないとい

うことで、評価対象事業をおよそ半分くらい

に絞り込みを行っていく必要があると考え

られますので、評価対象となる重点プロジェ

クト事業の選定をしなければなりません。こ

の中からどれを評価するのかを選ばなけれ

ばいけないということになります。 

 こちらについてですが、例えばこれがいい

よとかいうことではなくて、もともと重点プ

ロジェクト自体が区の政策的意向によって

決定されている事業ということもあります

ので、区側としてこれを評価してほしい、こ

の事業をやってほしいということが本来出

てくるべきなのですが、それだけではなくて、

今回に関しては、区のそういったご意向と学

識委員の分科会長の先生方とでご議論しな

がら絞り込みを行っていきたいと思います。

それでおおよそ半数ぐらいまで絞り込んで、

そちらのほうで評価をしていただくという

プロセスにしたいと思うのですが、こちらに

ついてはいかがでしょうか。もしご意見があ

れば。絞り込みについてですけれども。区側

の意向をまずお示しいただいて、分科会長の

先生方と、ではどれにするかということを絞

り込んでいく。よろしいですか、こちらにつ

いては。 

 特にご質問がなければ、そういう形で進め

させていただきます。 

 それでは、今度は次第の（７）になります

が、今度は一般事務事業。分科会では一般事

務事業のほうの評価も行っていただきます

ので、こちらのほうをまずは事務局からご説

明いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○事務局（財政担当係長） それでは、一般

事務事業の区民評価につきまして、財政課よ

りご説明させていただきます。お手元の資料

の資料６をご覧ください。 

 足立区におきましては全体で約 650 弱の

事務事業がございます。こちらは重点プロジ

ェクト事業にも該当しているものを含めて

総数でございます。毎年その全ての事業にお

いて、所管する部署が評価調書を作成して、

まず自己評価を行っております。その作成さ

れた調書については、財政課及び政策経営課

においてヒアリングを実施しているといっ

た状況でございます。その中で全体の３分の

１を毎年評価対象として、３年間で全事務事

業が評価対象となるように設定しておりま

す。 

 次の（２）ですが、その対象事業の中から

さらに約 30 事業を選定した上で庁内評価委

員会ヒアリングを実施し、そして（３）、さ

らにその中から約 15 事業を選定して、区民

評価委員会のヒアリングを実施するという

のが従来の流れでございました。 

 しかしながら、先ほど来お話がございます

とおり、今年度は新型コロナウイルス感染症

の影響を考慮した結果、区民評価対象事業を

絞り込むということで今選定作業を進めさ

せていただいております。一般事務事業につ

きましては、重点プロジェクト事業に重なら

ない事業を選定するということもございま

すので、今のところ約７事業程度に絞ろうと

いう形で進めております。 

 ２番ですが、「評価項目の視点」につきま

しては、記載の６項目になります。こちらに

つきましては、別途研修のほうで細かくご説

明さしあげたいと思いますので、今日のとこ

ろはご覧いただくにとどめさせていただき
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たいと思います。 

 ３番につきまして、「主なスケジュール」

でございます。先ほどスケジュール、重点プ

ロジェクトのほうのお話がございましたが、

一般事務事業につきましても、もう少しだけ

具体の日付をご提案させていただきたいと

思います。まず、資料は９月上旬にお送りす

る予定でございますが、そちらの資料を送っ

たと同時期ぐらいに、一般事務事業につきま

しては、財政課の担当者より別途１事業ずつ

ご説明さしあげたいと思っております。です

ので、９月上旬のときに各委員さんと日程を

調整して、一度お集まりいただく機会を設け

たいと思っております。その後、質問と回答

をお受けした後、９月 25 日（金）の午後、

９月 30 日（金）の午後に所管課とのヒアリ

ングを実施したいと、今のところそのように

予定しております。その評価のまとめにつき

ましては、10月上旬、２日間程度を設定して

皆様にお集まりしていただこうと思ってお

りますので、こちらにつきましては別途メー

ル等で調整させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 最後に４番、こちらは参考ということで、

去年評価をしていただきました 11 事業でご

ざいます。細かい点につきましては、実際に

評価の結果の冊子がございますので、そちら

をご覧いただければと思います。 

 今後、研修あるいは財政の個別のご案内を

差し上げますので、今日のところはなかなか

分からない点があるかと思いますけれども、

研修等で分からないところは全て解決して

いただけるようにこちらもご説明さしあげ

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○石阪会長 ありがとうございます。 

 寺井先生、補足はありますか。よろしいで

すか。今回の進め方ですけれども。 

○寺井委員 特にございません。 

 １点確認だけ。９月の日程の話で、９月 25

日（金）の次に何とおっしゃいましたでしょ

うか。 

○事務局（財政担当係長） ９月 30日（金）

の午後を予定しております。―失礼しまし

た。水曜日になります。 

○寺井委員 ９月 30 日（水）の午後を予定

していると。 

○事務局（財政担当係長） はい。失礼いた

しました。 

○寺井委員 私のほうは、今説明していただ

いた内容で特にございません。ありがとうご

ざいます。 

○石阪会長 ありがとうございます。 

 今年度は７事業程度ということで、例年、

15 事業ぐらいあるのですけれども、半分ぐ

らいに絞り込んでいただいて、評価をいただ

くということになります。 

 ほかの方、質問はいかがでしょうか。一般

事務事業について。 

 それでは、続いて（８）区民評価委員会の

表彰制度について、こちらも事務局から説明

をお願いしたいと思います。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

事務局、光井のほうから説明させていただき

ます。資料７をお手元にご準備いただけます

でしょうか。 

 それでは、説明させていただきます。 

 区民評価委員会の表彰制度につきまして

は、平成 29 年度から、区民評価委員会から

提案を受けて実施しております。目的や視点

は資料のとおりになります。昨年度は、12月

に開催した行政評価報告会の中で時間を設

けさせていただいて表彰式を実施させてい

ただきました。参考ですが、昨年度の表彰対

象事業は、表の真ん中のような事業になりま

す。昨年度から引き続き委員を担っていただ
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いている方につきましては、昨年度表彰して

いただいた事業については一度見ていただ

いたり評価していただいているものになる

かと思います。 

 今年度の表彰制度ですが、まず、３密を避

けるための対策として、表彰式を実施してい

た行政評価報告会自体が今年度は中止する

点。残りの２点が大きな理由になるのですが、

評価対象事業を絞り込むため、全ての重点プ

ロジェクト事業に表彰を受けるチャンスが

今年はないという点と、最も大きいのが、新

型コロナウイルスの影響が既に重点プロジ

ェクト事業の成果として出てしまっている

事業もありまして、公平に評価を受けること

が難しいという点がございます。以上の３点

によって、事務局としては、今年度の事業表

彰につきましては中止させていただきたい

と考えております。 

○石阪会長 事務局からご提案いただきま

したが、今年度の表彰制度については中止す

ると。ただ、これは、恐らくですが、今年度

に限ってということでよろしいわけですね。

またコロナの状況が改善されれば復活する

ということでよろしいですね。 

○事務局（政策経営担当係長） そうですね。

あくまでもこの取決めは今年度に限りとい

うことでご理解いただいて構いません。 

○石阪会長 表彰式自体も開催が難しいと

いうことももちろんですし、評価自体の公平

性が担保できないだろうと。ある程度恣意的

に事業を選ぶということと、一部コロナの影

響も入ってしまっている事業があるので数

字がちょっと落ちてしまうとか、そういうこ

ともあり得るので、表彰制度は区民評価委員

会から出た提案なので、毎年続けていきたい

という思いはあるのですが、今年度について

は諸事情を考慮して中止ということにさせ

ていただきたいと思いますが、皆さん、いか

がでしょうか。続けたいという方がいれば。

これは、振り返ってみると、私が提案したよ

うな気がするのです。やったらどうだと。そ

うすると皆さん士気が上がって、委員の皆さ

んはもちろんですけれども、職員の皆さんも

やる気が出るんじゃないかということでご

提案させていただいた経緯があるので、私も

残念なのですけれども、今回についてはこう

いう形で進めさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

○村田委員 村田です。区民評価委員会の表

彰制度ですけれども、私は個人的に言えば制

度自体は反対なので、制度の廃止というのだ

ったら賛成したのですけれども、今回の表彰

制度の設立趣旨からいうと、この趣旨という

のは、評価委員が評価するときに、対象事業

をいかに所管課が説明できるか、我々がよく

分かるように説明してくれるか、それから資

料の用意が十分あったり、説明に工夫があっ

たりと、そういうものに対して、評価するに

当たって私たちが役に立った、そういうもの

に対して感謝といいますか、ありがとうとい

う趣旨でこの表彰制度ができたはずなんで

すよ。ですから、少なくとも今回、対象が少

なくなったとはいえ、評価をやっているわけ

ですから、それに対して表彰はする必要はあ

るんじゃないかと思います。ただ、結果とし

て該当なしということもあり得るかもしれ

ないけれども、初めから表彰をやらないとい

うことには反対です。 

○石阪会長 ありがとうございます。こうい

う意見もありますので、例えばですが、これ

はかなり絞り込みも当然出てくる。表彰式は

恐らくできないと思いますけれども、やりと

りの中で、やっぱり評価をすべきだというご

意見もございます。ただ、これはかなり選択

肢が狭まるということと、リモートでやるケ

ースが多いということもあるので、なかなか
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評価が難しいんじゃないかなという気もす

るのですが、特に昨年度経験された方、ご意

見いかがでしょうか。どなたか。 

○庄子委員 庄子です。昨年初めてヒアリン

グというのを行って感じたのが、実際に資料

ですとか現物のものを実際に持ってきたり

とか、分かりやすくフリップを用意したりと

か、そういうので結構自分たちに響くという、

評価するということが多かったので、リモー

トというかウェブ会議だと、そういったもの

がまず感じられないというか、難しくなって

きてしまうので、評価の仕方も今のところだ

と想像がちょっと難しいので、今回は表彰で

はない別の評価の仕方を考えるのもありか

なとは思います。 

○石阪会長 ありがとうございます。 

 ほか、どなたかいましたね。 

○藤澤委員 藤澤です。確かに今回リモート

ということで、ある意味新しい取組に対する

リモートならではの職員さんのヒアリング

のときの資料の提供の仕方とかフリップの

作り方とか、いろいろあると思うのですが、

それは評価するのに面白いかなとは思うの

ですけれども、さすがに今、評価自体も即興

で変えて新しくとやってしまうと、公平性と

いうところもそうですし、実際もしかしたら

これをモチベーションに頑張ってくださっ

ているところもあると思うので、今回対象を

少なくするというのもあるので、今年度は中

止という形で、今後コロナも共存ということ

もあるので、来年以降もしかしたらまたリモ

ートになるかもしれないですし、その際に改

めてリモートの上で評価をするべきなのか、

はたまた、今後そういうものが続くなら制度

自体もどうかという議論ができればと思う

ので、評価の公平性というところでは今年度

は中止でもいいのかなと思います。 

○石阪会長 ありがとうございます。 

 今皆さんのお話を伺っていますと、評価を

すること自体は、皆さん評価してあげたいと

いう思いは多分あると思うのですが、表彰と

なるとやっぱり不公平なのではないだろう

かと。ですので、例えば一生懸命やっていた

だいたことを委員の皆さんから評価をいた

だく機会はあってもいいのかなと。例えばそ

れは書面なのか口頭なのか、あるいは区長や

幹部に対してのコメントの際に言っていた

だくとか、そういうことでも構わないですし。

ただ、表彰制度、いわゆる順位をつけて、１

位はこれですというようなイベントについ

ては少なくとも今年度は厳しいというよう

なご意見もありました。その点について、事

務局のほう、いかがでしょうか。 

○事務局（政策経営課長） 大口先生が手を

挙げていらっしゃいますね。 

○石阪会長 大口先生、お願いします。 

○大口委員 大口です。今回初めて参加とい

うことになるのですが、私自身は昨年度、表

彰制度については実際にどんな感じだった

か分からない状態です。ただ、先ほどの話を

聞いていると、必要性だとか在り方だとかと

いうことも、今まで継続してきた歴史もあり

ますし、そういうこともあったりする中で、

前向きに考えるならば、今年中止というよう

な方向性が出ているとするならば、今年やっ

てみなかったことによって、来年また、やっ

ぱりあったほうがいいよねとか、代わりの形

も試してみたけれども、こういうことも加え

たほうがいいよねとかという形で、やらない

ということを前向きに捉えるならば、来年、

表彰制度の在り方について、ここでもまた議

論ができるんじゃないかなというふうに、聞

いていて思いました。一つの意見としてお伝

えいたします。 

○石阪会長 ありがとうございます。つまり、

来年度に向けて、例えばリモートも入ってく
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るとなったときの表彰、評価の仕方も変わっ

てくると思いますので、今年度についてはそ

の経過を踏まえつつ、次年度の表彰に生かし

ていくための１年にしていこうというご提

案だと思うのです。藤澤さんの提案も恐らく

一緒で。いかがでしょうか。そのような形で、

今年度についてはその経過を見ていって、表

彰の仕方あるいは基準というのも恐らく今

年度を境に変わってくる可能性もあると。で

すので、今年は、皆さん頭の中では表彰、評

価していただいて全然構わないのですけれ

ども、次年度はこういう形にしたほうがいい

んじゃないか、こういう表彰のほうがいいん

じゃないかということを思いながら評価活

動をしていただく、そのような形でご了解い

ただいても大丈夫ですかね。いかがでしょう

か。村田さん、いかがでしょう。 

○村田委員 私は、発表会みたいなところで、

それをやれという話じゃなくて、評価してあ

げてもいいんじゃないのかということです。

ですから、別に皆さんのところで大々的に発

表する必要はないわけですよ。何らかの形で、

紙１枚でもいいから、委員会ではこういうこ

とがありましたよというだけでもいいと思

っています。そういう意味での評価だと思い

ます。式で仰々しくやる必要はないと思いま

す。ただ、少なくとも評価として、一生懸命

してくれた、こういうことを工夫してくれて

説明してくれた、委員さんに対して説明して

くれて、我々は評価に役立ったんだよという、

さっき言ったように感謝とかお礼的な趣旨

でいくのだから、別に集まって大々的にセレ

モニーとしてやる必要はないと思っていま

す。ただ、何らかの形で表彰はしてもいいん

じゃないかなということです。ですから、あ

とはもう多数意見で決めていただければい

いと思います。 

○石阪会長 今のお話も加味すると、恐らく

報告書の中に分科会長のほうから最後にコ

メントをいただく欄が結構ボリュームがあ

ると思うのですけれども、ぜひその中に今回

のこういう中での評価についての講評であ

り感想でありということも含めてまとめて

いただくということで、また、区民委員の皆

さんについても、評価の段階で、そういうこ

とも含めながら今回については評価をいた

だく。表彰については次年度改めて評価の方

法も含めて考えていくということでよろし

いでしょうか。そういう形で進めていくと。 

 それでは、（８）については、表彰そのも

のは今年度は行わない。表彰制度もないけれ

ども、次年度に向けた検討並びに何らかの形

での評価を行っていただくということでま

とめておきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 それでは、続いて６番目ですね。地方創生

推進交付金について、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

事務局、光井から説明させていただきます。

資料８をご覧ください。「地方創生推進交付

金対象事業の評価について」というものでご

ざいます。 

 地方創生推進交付金は、地域再生計画に記

載され、地方版総合戦略に位置づけられた地

方公共団体の自主的・主体的で先導的な地方

創生に資する事業の効率的かつ効果的な実

施を支援することを目的として、国（内閣府）

が交付するものです。 

 この交付金を受けるに当たって、外部の方

から事業評価を受ける必要があるため、区民

評価委員会を活用して足立区では事業の評

価をしていただくというのが趣旨となって

おります。地方創生推進交付金の評価につき

ましては、今年度もまちと行財政分科会、例

年でいきますと、今年も分科会長をやってい
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ただく遠藤先生と去年分科会で担っていた

だいた長谷川さんは評価の仕方はご存じか

と思うのですが、まちと行財政分科会の委員

の皆様、今年新たに２名の委員さんに担って

いただく形になるのですが、評価という部分

では一部ほかの分科会とプラスアルファで

評価していただくこととなります。ご負担を

おかけいたしますが、この交付金の評価は今

年度が最終年度となりますので、何とぞご理

解とご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 項目２番と３番以降は重点プロジェクト

事業と交付金対象事業の関係を示す資料と

なっておりますが、こちらにつきましては、

まちと行財政分科会の委員の方には私のほ

うから個別の打合せで詳細を説明させてい

ただきますが、ほかの分科会の皆様につきま

しては参考にご確認いただければと思いま

す。 

 簡単ですが、説明は以上となります。 

○石阪会長 ありがとうございます。こちら

についてはまちと行財政分科会の皆様に関

係があることですので、昨年度に引き続きと

いうことになりますけれども、こちらのほう

の評価もお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 それでは、いただいた議題はこちらで終了

ということになるのですけれども、終了時刻

は４時ということを私は聞いていますので、

常に時間を気にしながら進めてまいりまし

たが、これで第１回の足立区区民評価委員会

を終了させていただきたいと思うのですが、

委員の皆さんから何か最後にありますか。 

 ほかはいかがでしょう。ここまでを通して

ご質問。よろしいでしょうか。 

 非常にボリュームがたくさんありました

し、初めての委員の皆さんからすると物すご

く大変そうだという気もしますけれども、今

後はそれぞれの分科会ごとに作業を進めて

いただくことになりますので、各担当の事務

局のほうから恐らくご連絡が行って、日程調

整等を進めていただくことになると思いま

す。 

 それでは、最後に事務局からもしご連絡が

あれば、お願いします。 

○事務局（政策経営課長） 政策経営課長で

ございます。詳細な事務連絡はこの後あるの

ですけれども、１点だけ私から皆様にお願い

がございます。 

 今年度、区の一番上位の計画である足立区

の基本計画が中間見直しの年になっていま

す。今その内容の検証作業を行っている途中

なのですけれども、見直しの内容に外部の方

のご意見をいただくという場をつくりたい

と思っていて、ぜひ区民評価委員会の皆様に

中間見直しの内容についてご意見をいただ

く時間を頂戴したいと思っています。全体会

でやるのか、また別途時間を調整するのかは

またご相談させていただきますけれども、い

ずれそのような時間を取らせていただきま

すので、まずその内容の頭出しとしてお知ら

せいたします。よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

事務局、光井よりここから説明を再びさせて

いただければと思います。 

 伊東課長からご説明があったとおり、今年

度、足立区の基本計画の見直しを庁内で全庁

を挙げて実施しております。課長のほうから

ご説明がありました、委員の皆様にご意見を

伺う時期・手法、全体会とするのかどうかと

いうのは、また庁内で調整した上で、私のほ

うからスケジュール調整した後に委員の皆

様にご連絡させていただきますので、スケジ

ュールにつきましては少しお待ちいただけ

ればと思います。 

（以下、事務連絡） 
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 連絡事項は以上となります。最後の事務連

絡につきましてもご質問があればこの場で

受けたいと思うのですが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 もしこの会議で今すぐ質問が出るのも難

しいと思いますので、終わった後に疑問点が

出てきたら光井宛てにメールを送っていた

だければ、私のほうから回答させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は長時間にわたりありがと

うございました。皆様のご協力があったので、

予定どおり定刻で会議を終了させていただ

くことができました。ありがとうございます。 

 それでは、ウェブ会議は、画面の退出ボタ

ンを適宜押していただいて皆様退出をお願

いいたします。 

 ありがとうございました。 

 


